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車体の形状 構   造   要   件 留意事項 

教習車 道路交通法第98条の自動車教習所又は同法第99条の指

定自動車教習所において使用し、かつ、専ら自動車の運

転に関する技能の検定又は教習の用に供する自動車、又

は道路交通法第108条の４第１項に定める指定講習機関

において使用し、かつ、初心運転者に対し運転について

必要な技能の講習の用に供する自動車であって、助手席

にて操作できる補助ブレーキを有するものをいう。 

なお、用途区分通達４－１(3)の規定は、本車体の形

状には適用しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自動車教習所又

は指定自動車教

習所において使

用する自動車に

ついては、使用

者から都道府県

警察本部に対し

て教習用自動車

の証明願いをし

た場合、都道府

県警察本部は、

所定の事実確認

をした後、使用

者に対し指定自

動車教習所路上

教習用自動車証

明書又は指定外

自動車教習所路

上教習用自動車

証明書を交付す

ることとなって

いるので、これ

らの証明書の写

しの提出を求め

るものとする。 


